令和６年度択一問題
１．化審法の新規化学物質の届出義務に関して、以下の記述のうち、最も適切なものはどれか、番号で答えよ。
（１）年間製造・輸入量が1トン未満であれば届出義務はない。
（２）新規化学物質が既存化学物質リストに掲載されている場合でも、届出が必要である。
（３）新規化学物質は研究開発用途であっても届出義務がある。
（４）新規化学物質の届出は経済産業省と厚生労働省の両方に行う必要がある。
（５）事前届出の際、毒性試験結果の提出は義務ではない。

２．化管法に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか、番号で答えよ。
（１）アクリル酸重合物には、アクリル酸重合物の塩やアクリル酸誘導体の重合物が含まれる。
（２）ヘプタン（管理番号731）は直鎖構造だけでなく分枝構造も含む。
（３）エチレンジアミン四酢酸並びにそのカリウム塩及びナトリウム塩（管理番号595）は、エチレンジアミン四酢酸、エチレンジアミン四酢酸のカリウム塩、エチレンジアミン四酢酸のナトリウム塩のみが対象で、カリウムとナトリウムを同時に含む塩や、カリウム、ナトリウム以外の元素を含む塩は対象外である。
（４）令和3年10月の化管法政令改正により新たにトリメチルベンゼン（管理番号691）が指定対象物質になったが、従来の規制対象物質である1,2,4-トリメチルベンゼンと1,3,5-トリメチルベンゼンはトリメチルベンゼン（管理番号691）には含まれない。
（５）アルファ－アルキル－オメガ－ヒドロキシポリ（オキシエチレン）（アルキル基の炭素数が9から11までのもの及びその混合物であって、数平均分子量が1,000未満のものに限る。）（管理番号580）は、指定対象となる数平均分子量の範囲が指定されており、数平均分子量の測定方法の指定がある。

３．労働安全衛生法に関して、化学物質による労働災害防止のための新たな規制、労働安全衛生規則等の一部を改正する省令（令和４年厚生労働省令第91号（令和４年５月31日公布））等の内容について、次の記述のうち、最も適切なものはどれか、番号で答えよ。
（１）リスクアセスメント対象物の製造又は取り扱いを行っていない場合でも、リスクアセスメント対象物の譲渡又は提供を行っている事業場や、リスクアセスメント対象物を製造する事業場とは別の事業場でラベル・SDSを作成している場合は、当該ラベル・SDS作成を行う事業場においても化学物質管理者の選任が必要となる。
（２）化学物質管理者は、リスクアセスメントの実施に関すること等の化学物質の管理に係る技術的事項を管理する者であり、実際の業務は自らが行う必要がある。
（３）化学物質管理者や保護具着用管理責任者の選任について、労働基準監督署への届出が必要である。
（４）小学校や中学校の理科の授業で対象化学物質を取り扱う場合、化学物質管理者の選任は地方公務員に対しては適用されない
（５）譲渡提供を目的として、混合や精製など、化学品の組成の変更を伴う作業を行う事業場は取扱い事業場に該当するため、化学物質管理者の選任要件はない。ただし、専門的講習の受講が推奨される。


４．毒物劇物取締法に関して、以下の記述のうち、最も適切なものはどれか、番号で答えよ。
（１）医師、薬剤師であれば都道府県知事が行う毒物劇物取扱者試験に合格した者でなくとも毒物劇物取扱責任者になることができる。
（２）毒物又は劇物の販売又は譲渡を目的とした製造、輸入、販売ではなく、専ら自身の業務上の目的のために毒物又は劇物を使用している場合（例えば製造原料として毒物又は劇物を使用する場合）は毒物劇物営業者の登録は必要である。
（３）毒物劇物営業者の登録は、登録を行う営業所等が所在する都道府県、保健所設置市、特別区（又はその管下の保健所）にて行う。
（４）毒物又は劇物の分析等の試験研究を、試験研究機関に依頼する場合、依頼者や依頼を受ける試験研究機関も、毒物劇物営業者の登録が必要である。
（５）試験研究目的で利用するものとして委託を受けて製造した毒物又は劇物が、試験研究以外の用途（市場に流通する製品の原料や、委託者の営業に使用する材料等）に使われていた場合、毒物劇物営業者としての登録は必要ない。

５．SDS制度に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか、番号で答えよ。
（１）安衛法におけるSDSの含有量記載方法については、重量パーセントの数値記載が原則となるが、製品の特性上、含有量に幅が生じるもの等については、濃度範囲による記載も可能である。
（２）安衛法における特別規則対象物質でSDSに記載する「成分及びその含有量」が営業上の秘密に該当する場合に、SDSにはその旨を記載の上で成分及びその含有量の記載を省略し、秘密保持契約等を結び別途通知することも可能である。
（３）安衛則第577条の２の規定に基づく、がん原性物質に該当することは、SDSの第15項「適用法令」欄に記載する。
（４）安衛則第577条の２の規定に基づく、厚生労働大臣が定める濃度の基準（濃度基準値）は、SDSの第8項「ばく露防止及び保護措置」欄に記載する。
（５）皮膚等障害化学物質に該当することは、SDSの第15項「適用法令」欄に記載する。



６．QSAR（定量的構造活性相関）に関する記述につき、最も不適切なものの番号を答えよ。
　（１）生分解性もQSAR予測で可能である。
　（２）OSARとは数理モデルを用いて化学構造を基に化学物質の有害性を推計する手法であっって、 Read-across：化学物質の有害性を試験データのある類似物質からエキスパートジャッジにより推計する手法である。
　（３）in silico 手法では知見が少ない物質群は予測精度が低いため、適用可能な物質が限 られる。
　（４）REACH規則やTSCA等の制度では、QSARで得られたデータを登録や申請に使用することはできない。
　（５）プロファイラには、SMARTSと呼ばれる記法で、一特・監視に類似していると見なす構造範囲を登録している

７.OECDのプログラムについて、不適切なものの番号を選べ。
  （１）データの相互受入に関する１９８１年OECD理事会決定により、他の国で作成された試験データがOECD加盟国はそのデータを受け入れるよう求められている。
　（２）OECDテストガイドライン301C/301Fは、生物化学的酸素消費量（BOD）を指標として生分解性を調べる方法である。難水溶性、吸着性物質等への提要も可能である。
　（３）OECDのWPMNは、工業ナノ材料作業部会のことで、EHSプログラムの工業ナノ材料の安全性に関する活動を統括している。
（４）WPMNの活動は、個別のナノ材料の有害性評価を確立することを目的としている。
（５）既存化学物質は、新規化学物質と比較して、数量とも圧倒的に多いにもかかわらず、新規化学物質ほど有害性の評価が十分になされていないまま利用されていることから、リスク評価の加速化が急務となっている。このため、OECD加盟国が協調して取組を進めている。

８. 化学物質の各種物性情報が可能なデータ集、データベースについての記述で最も不適切なものはどれか、番号で答えよ。
　（１）Chemical　Abstracts 
　　　　1907年にアメリカ化学会が編集する抄録誌であり、世界の化学学術文献および特
　　　　許を網羅し、物質情報だけでなく、理論化学、科学技術のすべてをカバーしている。
1967年から物質索引にCAS番号を付けるようになった。
　（２）The　Merck　Index      
　　　　メルク社によって1889 年に創刊された試薬、生物学的物質および医薬物質の解説書、英国王立化学会によってオンラインで公開されている。
　（３）Handbook　of  Physical Properties of Organic Chemicals
        Syracuse Reseach Corporation の研究者によって編集されたデータ集で、約
13,000有機化合物についてCAS番号順に配列され、８項目（融点、沸点、水溶解
度、オクタノール/水分配係数、蒸気圧、解離定数、ヘンリー係数、並びに大気中で
の水酸化ラジカル反応速度定数）のデータが収載されている。
　（４）Chapman and Hall Chemocal Data Base
　　　　有機化合物の物理化学性データベースである。1997年現在のデータ数は442,257件である。
　（５）CRC　Handbook　of Chemistry and Physics
        CRC出版が化学物質の物理化学的性状に関するハンドブックとして出版し、現在104版（2023年発行）だが、CAS番号では検索できない。
　　　　
　
９．RoHS指令についての記述につき、最も不適切なものはどれか番号で答えよ。
（１）RoHSは、「Restriction of Hazardous Substances」の頭文字をとったもので、日本語では「有害物質使用制限指令」と呼ばれている。
（２）RoHS指令は、2003年1月に2002/95/ECとして公布、2006年7月施行された欧州連合の電気電子機器製品に関する化学物質規制である。
（３）物質の使用制限をすることで、電気・電子機器のリサイクルを容易にし、埋立てや焼却処分時に人や環境に影響を与えないことを目的として制定された。
（４）電気電子機器の構成部品や材料に含有させてはならない化学物質は鉛、水銀、カドミウム、PBB(ポリ臭化ビフェニル)、DBP（フタル酸ジブチル）、PFAS（ペルフルオロアルキル化合物）等10物質群である。
　（５）RoHS指令とREACH規則の規制範囲には重なる部分がある。

１０．米国、中国、韓国の化学物質管理に関する記載で、最も不適切なものはどれか、番号で答えよ。
　（１）米国では、1977年に有害物質管理法（TSCA）が施行され、これは、人の健康または環境への不当なリスクを防止することを目的にした有害物質を規制する法律である。
　（２）米国では、多くの州では先行して独自の化学物質規制法が制定されており、それがEPA規制と矛盾する場合、ローテンバーグ化学安全法で、州法が優先する。
（３）中国で2021年1月1日から施行された第12号令「新規化学物質環境管理登記弁法」（以下、「弁法」）はEUのREACHを基にしてGHS分類、リスク評価、数量、等級および唯一の代理人代理人などの概念が導入されたことから中国版REACHと言われている。
（４）中国で、新規化学物質とは、「中国既存化学物質目録」（以下、IECSC）に記載されていない物質のことを指す。IECSCに記載されており、かつ新規用途管理が実施されている既存化学物質についても、許可された用途以外の工業用途に使用する場合は、新規化学物質として環境規制を受ける必要がある。
　（５）韓国の化学物質登録及び評価に関する法律はK-REACHと呼ばれ、年間100kg以上の新規化学物質又は年間1トン以上の既存化学物質を製造、又は輸入する者は韓国市場に入る前に登録が必要とされる　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　


１１. 化学品の分類および表示に関する世界調和システム（略称：GHS、通称：パープルブック）に関する以下の記述のなかで最も不適切なものはどれか。番号で答えよ
（1.）GHSは化学品を取り扱うサプライチェーンの川上から川下の人々に、当該化学品の危険有害性に関する情報を正確に伝えて、人の健康や環境の保護を目指そうというものである。
（2）成型品や他の法律で規定されているもの（医薬品、食品添加物、化粧品、食品中の残留農薬等）を除き、危険有害性を有する全ての化学品（純粋な物質、それを含む混合物）を対象としている。
(3) 危険物を規制する法律の中で、毒劇法と消防法だけはGHS分類を取り入れず、独自の分類で規制を行っている。
（4）GHS分類、SDS・ラベル作成は、法律ではなく、JIS規格で詳細を定めている。法律でJIS規格に基づいてSDS・ラベルを作成するよう義務付けているので、法律で決められているのと同様の拘束力がある。
(5)　GHSの各国の対応はビルディング・ブロック・アプローチ方式といって、その国の状況に合わせて取り組んでよい。

　１２．化学物質のリスク評価に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか、番号で答えよ。

（１）濃度基準値は、安衛法第 22 条（安衛則第 577 条の２第２項）に基づく健康障害を防止するための最低基準であることから、全ての労働者のばく露が、濃度基準値以下である必要がある。
（２）濃度基準値は、法令上、労働者のばく露がそれを上回ってはならない基準であるため、たとえ、有効な呼吸用保護具を使用していたとしても、労働者の呼吸域の濃度が濃度基準値を上回ることは許容されない。
（３）八時間濃度基準値とは長期的な健康障害を防止するために、1日（８時間）の時間加重平均値が超えてはならない基準である。
（４）リスク見積り及びリスク評価の目的は「リスク低減措置の検討・実施の優先順位を決めること」であり、複数のシナリオが存在する場合には、それぞれのリスクレベルを相対的に比較し、リスクレベルが高いシナリオから順番にリスク低減措置を検討する。
（５）吸入ばく露の場合、ばく露の程度とばく露限界値を比較することでリスクを判定する。ばく露限界値が設定されている場合、この値は健康影響発現閾値をヒトや実験動物から得られた毒性データから推定し、不確実性などを考慮して設定されるものなので、リスク評価の基準値として使用できる。
　
１３．　リスクベースの化学物質管理、規制と自主管理のベストミックス、同管理体制に係る事項において、最も適切な説明はどれか。番号で答えよ。
（１）　GHSは、ハザード評価の国際標準手法である。GHS絵表示（ピクトグラム）を見て、文字が読めなくても、目の前にある化学物質の危険有害性への注意喚起ができる。これがリスクベースの化学物質管理の標準手法となる。
（２）　ラベル表示は、GHSラベル要素に定められている。例えば、絵表示や注意喚起語をいう。GHSによる適切な注意書きに加えて、補助的なラベル要素として、GHSに要求されないが、国内法規或いは製造業者/流通業者の自由裁量で追加情報が提供できる。
（３）　SDSは、情報伝達の国際標準手法である。SDSの作成は法規制による義務化はされていないものの、作成されたSDSによる情報伝達とその受領とリスク評価の義務化を定める国内法規は安衛法、毒劇法そして化管法がある。
（４）　リスクアセスメントは、GHS、ラベル表示あるいはSDSにはその定めはない。国連ILOが定めたコントロールバンディング法や厚労省が推薦しているCreate-SIMPEなどがある。これらは簡易な手法であり、入力データとしてばく露濃度基準値などは使われない。
（５）　化学物質管理者は、事業者により選任されることが安衛法令にて義務化された。この化学物質管理者を中心にした管理体制を構築することにより、化学物質管理者がリスクアセスメントやリスク低減措置の実施をする権限が事業者から与えられる。

１４．　サプライチェーンの化学物質管理、成形品中の化学物質の挙動・管理について、最も不適切な説明はどれか。番号で答えよ。
1. 製品含有化学物質管理に関する規制ないしは法定規格は、EU,米国、アジア諸国等、世界各地でRoHS指令を模して策定され、それによって国際間商流の障壁が低くなりつつある。
1. 日本産業規格JIS Z 7201　製品含有化学物質管理―原則及び指針は、化学品・部品等の設計・開発・購買・製造・引渡し・リサイクル・廃棄物処理等に係る全ての組織を対象とする。
1. 自動車業界は、廃自動車指令（ELV）対応を念頭に開発したIMDSというサプライチェーン環境情報システムを開発し、業界団体が中心になって運営している。
1. アーティクルマネジメント推進協議会（JAMP）が製品含有化学物質管理情報の情報伝達スキームとして提案した情報伝達スキームchemSHERPAは、電子・電気業界等と化学品業界等とのサプライチェーン情報伝達ツールとして信頼を得てきている。
1. 調達品の含有化学物質情報が信頼できるかどうかの確認は、製造者にとって大事なことである。自社と同レベルの化学物質等の管理基準をサプライヤーが有していても、入手した調達品の含有化学物質情報の検収は省略できない。

１５．　人の健康への影響、各種毒性（発がん性、生殖毒性、慢性毒性他）に係る化学物質のGHS分類「生殖毒性分類できない」ものはどれか。番号で答えよ。
なお、ＧＨＳ分類は、政府のＧＨＳ分類結果を指すものでNITE-ChRIPに公開のもの。
（１）　アセトン		
（２）　メタノール		
（３）　トルエン		
（４）　クロロホルム		
（５）　エチレングリコール	

１６．　環境への影響、生態リスク評価、ばく露シナリオ、ばく露評価において、化学物質のGHS分類「環境有害物質分類区分１」のものどれか。番号で答えよ。
なお、環境有害物質とはGHS分類水生環境影響急性区分１と長期区分1と2を指す。
（１）　アセトン		
（２）　メタノール		
（３）　トルエン		
（４）　クロロホルム		
（５）　エチレングリコール	

１７．　化学物質による事故・汚染・化学物質の危険性、有害性、取扱い方に係る事項において、化学物質管理者がSDS受領に際して、不適切な記述はどれか。番号で答えよ。
1. 受領したSDS適用法令欄に安衛法リスクアセスメント義務」に該当する旨の記載があったので、該当する成分の含有量が裾切値以下かどうかを確認した。
1. 受領したSDSばく露防止及び保護措置欄に「保護具着用管理責任者の選任義務」に該当する旨の記載があったので、取り扱う作業主任者に、選任の有無を確認した。
1. 受領したSDS適用法令欄に消防法「危険物第四類」に該当する旨の記載があったので、取り扱う作業者が危険物取扱者の有効な免状の携帯の確認をした。
1. 受領したSDS適用法令欄に毒物劇物法「医薬用外劇物」に該当する旨の記載があったので、取り扱う責任者が、応用化学系大学を卒業しているかの確認をした。
1. 受領したSDS廃棄上の注意欄に関連法規を確認する旨の記載があったので、産業廃棄物処理法に基づく優良認定業者に関連法規の確認をした。


１８．　化学系産業と安全対策、ヒューマンエラー防止法、安全文化に係る事項において、安全に関して事業体の本社や事業所のトップが取るべき姿勢について、最も不適切なものはどれか。番号で答えよ。
（１）　本社のトップは、予想される利益相反に対して、回避に努めるとともに、理解を深め、社会に貢献することに努める。
（２）　事業所のトップが全体的な行動責任と説明責任を担い、現場の安全管理責任は能力と実務経験の豊富な従業員に委ねる。
（３）　能力のある従業員に委ねるのではなく、事業所のトップが全体的な行動責任と説明責任のみでなく、現場の安全管理責任も担う。
（４）　現場によく姿を見せ、適切な質問を行い、自身の問題提議を行って弱点の継続的な改善の機会を探る。
（５）　危険要因と事故との関連における何層もの予防策について理解をしており、予防策の強化を常に意識している。


１９．　リスクコミュニケーションの目的、方法、メリット、問題点に係る事項において、「製造業における化学物質の環境・安全管理の手引」（新日本法規出版、2023年刊）にアドバイスとして記述されているなかで、リスクコミュニケーションに最も必要なものはどれか。番号で答えよ。
（１）　大規模な火災が発生した場合は、発災場所で被害を最小限に抑えることが最優先ですが、それだけでなく、会社と利害を共にしている取引先や株主などのステークホルダー（利害関係者）にも目を向けましょう。
（２）　事故時の応急措置、届出において、排出された物質の濃度や量を量っている余裕はないケースがおおいです。遅滞なく届出を行う為、判断基準を定めておくことが望ましいです
（３）　化学品を扱う企業が化学品の開発から製造、物流、使用、最終消費を経て廃棄の至るまでの全ての過程において、環境安全健康を確保し、その成果を公表し社会との対話・コミュニケーションを行う、「レスポンシブル・ケア」という自主活動があります。
（４）　ナノ材料は使用からあまり年数が経過しておらず、慢性的な影響を評価する手法自体がまだ、研究開発中の現状にあります。このような状況では、事業者は予防原則に則り、ゼロエミッション技術の開発を先行すべきです。
（５）　未規制物質への安全配慮義務を果たすうえでの留意事項として、化学物質の危険有害性について積極的な情報収集をするとともに、その意味を理解できる専門家の確保が必要です。

２０．データベースに関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか、番号で答えよ。
（１）NITE-CHRIPは欧州化学品庁（ECHA）が運営し、REACH規制に基づく化学物質の登録情報を提供している。
（２）PubChemはアメリカ国立衛生研究所（NIH）が運営し、化学物質の構造や物理化学的性質、生物学的活性などの情報を提供している。
（３）ChemSpiderは環境省が運営し、化学物質のリスク評価結果を提供している。
（４）CASはRoyal Society of Chemistry（RSC）が運営し、科学文献および特許に関連する化学物質の情報を提供している。
（５）J-CHECKはアメリカ化学会（ACS）が運営し、化審法に基づく化学物質の届出情報やリスク評価結果を提供している。





　

